
〒532-0003  大阪市淀川区宮原 4-1-9 新大阪フロントビル 8F 

TEL (06)6676-7750 FAX (06)6676-7754 

URL  https://yodogawaroukyou.gr.jp  

   

 

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 

 

社 会 保 険 労 務 士 法 人  淀 川 労 務 協 会   事 務 所 通 信  

GROWTH 
 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

令和 8年 10月よりハラスメント対策が新たに義務化されます（Vol.2） 
 

令和 8年 10月からの法改正により、新たなハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。 

前月のカスタマーハラスメント対策に続き、今回は求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策

の義務化について取り上げます。 

  

 

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言

動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。 

 

【求職者等とは】 

■求職者（企業の求人に応募する者） 

■求職者以外の者であって、 

    ・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、 

    ・教育実習、看護実習、その他の実習を受ける者 

【求職活動等とは】 

  求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以

下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるもの

も含まれます。 

   （例）企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への 

訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講 

 

【性的な言動とは】 

   性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。 
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〇 求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題です。異

性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。 

〇 また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向（※1）又はジェンダーアイデンティティ

（※2）にかかわらず、該当することがあり得ます。 

（※1）恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするか／（※2）自己の性別についての認識 

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置（義務） 
  

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。 

（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞与に対する保険料の計算方法について ～届出は支給の有無に関わらず必要です～ 

 

社会保険料（協会けんぽ・厚生年金保険の場合）の計算方法（本人負担分） 

被保険者それぞれの総支給額の 1,000 円未満を切り捨てた額に、健康保険（※大阪の場合

5.065％、介護保険該当者は 5.875％）、子ども・子育て支援金 0.115％、厚生年金 9.15％

を乗じた額です。保険料計算対象額の上限は、健康保険、介護保険及び子ども・子育て支援金は

573万円（4月 1日から翌 3月 31日の累計）、厚生年金、子ども・子育て拠出金は 150万円（1

月ごと）です。 

協会けんぽの料率は各都道府県別に定められています。また、組合管掌・基金等にご加入の事

業所様に関しましては、料率が異なりますのでご注意ください。 

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周

知・啓発する 

②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対

処の内容を、労働者に周知・啓発する 

③求職活動等に関するルール（※）をあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する 

※例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いる SNSの種類の指定等、面談等を行う際

の規則など 

◆相談体制の整備 

④相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知

する 

⑤相談窓口担当者（※）が、適切に対応できるよ

うにする 

※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも

考えられる 

◆事後の迅速かつ適切な対応 

⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する 

⑦被害者に対する配慮のための措置を行う 

⑧行為者に対する措置を適正に行う 

⑨再発防止に向けた措置を講ずる 

◆そのほか併せて講ずべき措置 

⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する 

⑪労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない

旨を定め、労働者に周知・啓発する 


